
 

 



平成31年度は、基盤強化期間の初年度。社会保障関係費の伸びを「高齢化による増加分に相当する水準におさめる」という方針の下、

手を緩めることなく改革に取り組む必要。国民皆保険を維持しつつ、制度の持続可能性を確保するため、以下の視点に基づいて医療・

介護制度改革を行う。また、将来の支え手の減少が見込まれる中、全世代型社会保障の考え方に基づく取組を一層推進。

１．制度の持続可能性を踏まえた保険給付範囲としていく

・ 費用対効果や財政影響などの経済性も踏まえた保険収載の在り方など、高度・高額な医療技術や医薬品への対応。

・ 薬剤自己負担の引上げ、介護の軽度者向け生活援助サービスに係る給付の在り方の見直しなどにより、大きなリスクは共助、小さ

なリスクは自助や地域の支え合いで対応。

２．必要な保険給付をできるだけ効率的に提供する

・ 地域医療構想の実現に向けた都道府県によるコントロール機能の強化、医療費・介護費の地域差半減・縮減に向けたインセンティブ

策の活用による保険者機能の一層の強化など、医療・介護提供体制の改革。

・ 診療報酬・薬価の適正化、介護報酬改定に係るPDCAサイクルの確立など、公定価格の適正化・包括化。

３．高齢化や支え手減少の中で公平な負担としていく

・ 医療保険における後期高齢者の窓口負担の引上げや介護の利用者負担などの改革による年齢ではなく負担能力に応じた負担の

在り方の検討。

・ 支え手減少下での医療費増加に対する総合的な対応を検討。
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・ 平成31年度予算編成は、平成最後の予算編成。平成という時代は、少子高齢化で負担先送りの深刻さが増す中、平成当初に脱却し

た特例公債に大きく依存していることをはじめ、厳しい財政状況を後世に押し付けてしまう格好となっている（「共有地」の悲劇）。

・ 平成は、税財政運営が受益の拡大と負担の軽減・先送りを求める圧力に抗えなかった時代。受益と負担の乖離は、国民が財政を自

らの問題と受け止めることを困難にしたおそれ。

・ 新たな時代では、財政健全化どころか一段と財政を悪化させてしまった過ちを繰り返さないようにする必要。 2025年度の国・地方Ｐ

Ｂの黒字化は背水の陣。「新経済・財政再生計画」の今後３年間（基盤強化期間）の歳出規律を遵守する必要があり、平成31年度予算

が新たな時代の幕開けにふさわしい予算となることを期待。

・ 財政健全化に国民の理解を得るには、エビデンスに基づく政策立案を推進すべき。現在の世代の納税者の代理人そして将来世代を

負担の先送りによってもたらされる悲劇から守る代理人としての役割を果たすため、当審議会は、発信力の強化などを含め、自らの在り

方も改革。

総論

１．社会保障



・ 文教・科学技術分野の公的支出の水準は主要先進国と遜色なく、真の課題は予算の「量」ではなく、予算の「使い方」。

・ 定数改善がなくとも、少子化等により児童生徒当たりの教職員数は増加。更なる教職員数の増加は、定量的・客観的なエビデン

スやPDCAサイクルの確立が前提。教員の働き方改革の観点から、まずは、教員の業務の見直しが必要。

・ 高等教育については、教育の質のチェックや公表などの大学改革を進めるべき。高等教育の経済的負担軽減の拡充にあたって

は、大学改革を阻害しないよう、対象となる学生や大学等に関して、実効性ある要件を定めるとともに、大幅な定員割れ大学等が

税負担で救済されることのないよう、こうした大学等を負担軽減の対象外とすることが必要 。私学助成については、定員割れ大学

等への減額強化、特別補助等の助成対象外化が必要。

・ 科学技術については、研究開発の生産性の低さが真の課題。大学の硬直性や資源のシニア層への偏重を解消し、新陳代謝を

促すため、「メリ」の明確化も含む厳しい優先順位付けが必要。特に、国立大学運営費交付金については、原則前年同額で各大学

に配分されているが、このうち、10％、1,000億円程度は、厳選された共通のアウトカム指標による相対評価に基づき配分すべき。

また、官民の役割分担の適正化、執行の適正化が必要。

・ 今後も一般財源総額実質同水準ルールの下で地方財政の健全化を進めていくことが重要。

・ 地方財政計画には、歳入・歳出の両面で決算との乖離があり、また、計画自体に多額の「枠計上経費」が存在。一般財源総額の増

額を主張するのであれば、その前に、計画における歳出の計上が適正かの検証が不可欠。

・ 税収増や上記の乖離に頼った財政運営は適切でなく、地方においても受益と負担の関係の「見える化」を進め、歳出増の大宗を

占める社会保障費の抑制に取り組むことが不可欠。都道府県が主体的な役割を果たして、①地域医療構想の下での病床再編、

②国民健康保険における法定外一般会計繰入の解消、業務の効率化・広域化、③公立病院の経営改革、基準外繰出しの見直し、

等に取り組んでいく必要。

・ 地方法人課税の偏在是正に向けて、本年末までにしっかりと結論を得るべき。

２．地方財政

３．文教・科学技術

・ 社会資本整備については、「量」をいたずらに拡大する状況にはなく、「質」の改善を図る方針を継続すべき。近年の大規模災害

を踏まえ、実効性の高い防災・減災対策を進めるため、国の個別補助による計画的・集中的な支援を検討すべき。生産性の高い

インフラを整備する上で、既存ストックの有効利用、民間資金・新技術等の活用を推進すべき。

４．社会資本整備



・ エネルギー関係の研究開発予算は、実用化などの成果が見られない事業について必要性も含め見直しを行うべき。省エネ施策

については、規制的な手法と組み合わせるなど、歳出予算の重点化を図るべき。

６．エネルギー・環境

・ 中小企業向けの補助金は、公平・公正な競争環境の確保等の観点から不断の見直しを行うとともに、生産性向上につながるような分野・対

象に重点化していくべき。日本政策金融公庫の中小企業向け融資に適用される特別利率（基準金利から一定利率を引き下げた利

率）については、超低金利の状況が続く中で、政策誘導の効果を踏まえたあり方等について検討するべき。

７．中小企業

・ 資金ひっ迫を引き起こしたＪＩＣＡは予算執行管理を徹底するとともに、外務省も契約可能額や政策的重要性を踏まえて技術協力

案件を選定すべき。国際機関等への拠出金については、外務省が行う評価結果を更に開示し、支出の重点化を図るべき。

９．外交関係

・ 次期「中期防衛力整備計画」においては、新規後年度負担の適切な管理、装備品のメリハリ付け、計画単価の遵守等を図るととも

に、調達改革により１兆円以上の合理化効果を目指すことで、防衛関係費の水準を財政の持続可能性を勘案したものとすべき。

10．防 衛

・ 農地の集積・集約化のための協力金について、農地の出し手から受け手への支援に軸足を移すべき。水産改革に際しては、漁

業の構造改革や生産性向上に資する取組に支援を重点化すべき。

・ 出入国在留管理について、効率的な行政の実現や財源の確保も検討しながら、増大する行政需要に適切に対応する必要がある。治安に

ついては、既存のリソースを最大限効率的に活用しながら、平成31～32年度の各種大規模イベントに対応する必要がある。

８．出入国在留管理・治安関係

５．農林水産




